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●局長通知改正案提示
遠藤久夫座長（学習院大学経済学部教授）

の進行により、有識者、保険者、施術者の
各委員の出席の下、厚生労働省保険局医療
介護連携政策課保険データ企画室長中園和
貴氏から説明がありました。
　室長から第 25 回検討専門委員会で承認
された「保険局長通知を改正して、令和 6
年 4月以降、資格確認の方法に「オンライ
ン資格確認」を位置づけることとともに、
令和 6年秋以降、導入を義務化することを
基に、「局長通知改正（案）」について、「資
格確認限定型オンライン資格確認等システ
ム利用規約（案）」について詳細な説明が
ありました。
　まず、協定書別紙の 18 受給資格確認等
にオンライン資格確認という文言が入り、  

　また、「オンライン資格確認限定型オン
ライン資格確認等システム利用規約」を遵
守することの文言が入っています。そして、
令和 6年 4月以降「オンライン資格確認」
を位置づけることの説明がありました。続
いて、一般条項として個人情報の取扱いに
ついて項目の追加、特に患者がオンライン
資格確認によって療養費を受療する資格が
あることの確認を受けることが出来るよ
う、あらかじめ必要な体制を整備しなけれ
ばならない」とあり、令和 6年秋以降「オ
ンライン資格確認」を義務化するとなりま
した。また、被保険者証は追って、資格確
認証に変更されることの説明がありまし
た。

◎オンライン資格確認局長通知（案）、利用規約（案）承認
令和 5年 10 月 26 日 ( 木 ) 午後 5時から約 1時間にわたり『第 26回柔道整復療養費検
討専門委員会（以下、検討専門委員会という）』が日比谷国際ビルコンファレンススクエ
ア 8Dにおいて開催されました。日本柔道整復師会はWebで参加し、日整側委員として
齋藤武久委員、田代富夫委員、柏木久明委員が出席、　傍聴席では長尾淳彦会長、竹藤敏
夫副会長、森川伸治副会長、山﨑邦生保険部長が出席しました。
　今回の検討専門委員会は「柔道整復師の施術所におけるオンライン資格確認について」
の【局長通知の改正について（案）】、【資格確認限定型の利用規約について（案）】の議
論が展開されました。

　第 26回柔道整復療養費検討専門委員会開催される
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●やむを得ない場合（事由）について
受領委任払いを行っている施術所につ

いては、「やむを得ない場合（事由）」を
除き、令和 6年秋以降、オンライン資格
確認を導入することが必要になりますが、
「やむを得ない場合（事由）」の具体的内
容については令和 6年 4月以降の導入状
況や個人事情などを斟酌しながら追って
通知等で示されるとの発言がありました。

●資格限定型オンライン資格確認等システム
利用規約について
　このオンライン資格確認を利用する施
術所に対しては、ポータルサイトからオ
ンライン資格確認の利用申請を行う際に、
利用規約への同意を求め、適切な利用を
図ることから、とくに
　「資格確認限定型端末」:マイナ資格確
認アプリをインストールした端末（業務
用のみに用いるものが望ましい）につい
ての記載、また、サービス利用者は規約、
「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」、個人情報保護法令、「個人
情報の保護に関する法律についてのガイ
ドライン（通則編）」等対象期間ごとに適
切な規則に従い、適切にサービスを利用
するという文言が変更、追記されていま
す。

●議論
この説明を受けて、日本柔道整復師会
を代表する田代委員から、端末使用に関
し個人端末の使用は可能であるかどうか
を質問し、厚労からはレセコンはメイン
端末であるが、往療等も考慮し、タブレッ
ト、スマーフォンをサブで登録すること
も想定している。業務用のみとするか個
人使用を登録するかは業務用のみを登録
することが安全管理上望ましいことを述
べ、個人用も想定しているが、管理上留
意してほしいことも通知する予定である
と述べられました。
　柏木委員からは手引き書について質問
し、内容等が理解できない柔道整復師は

【オンライン資格確認等コールセンター】
に問い合わせるとオペレーターが親切、
丁寧に説明するとの確約を得ることが出
来ました。この点では設定等に不得手な
会員等には朗報だと思います。
　続けて、補助金の申請について、申請、
支払いはいつ頃までなされるか、どの程
度の期間を考えているかについて質問を
しました。室長からは、今年度、また来
年度4月以降も費用補助が継続できるよ
う調整しているところであること、また、
補助に必要な調査も行っていくとの回答
でした。12月ごろから始まる、「接続、
運用テスト」に使用するマイナンバーカー
ドは個人のもので行ってほしいとの発言
もありました。
　施術者側から登録について質問があり、
故障した場合、紛失した場合は直ちに登
録することが出来るかとの質問に、ポー
タルサイトで可能である旨の回答があり
ました。
　田代委員から、補助金申請について、
間違って一度に申請できなかった場合、
再度申請できるかとの質問には、個別状
況をみるが、補助対象は1つのものとし
て申請するのが基本であり、申請時には
良く検討して申請してほしいとの回答を
得ました。つまり、私たちが気をつけな
ければならないのは、補助金申請は1回
のみとなっていることです。従って、購
入機器を何度かに渡って購入したとして
も申請は1回きりということになります
ので、纏めての登録・申請をお願いいた
します。

●「やむを得ない場合（事由）」
　施術者側から「やむを得ない場合」に
ついて言及があり、その期間はどのくら
いを考えているのかとの問いに、令和6
年 4月以降の利用状況、導入状況、斟酌
すべき状況をみながら考えていきたいと
の回答でした。施術者側から、利用者の
ことを考えれば早めに周知することをお
願いしたいと申し入れがありました。
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● IPadのカードリーダー
齋藤委員から、タブレットでもIPad

を利用する場合はカードリーダーが必要
になるため別途購入が必要になるが、PC
とは別に購入することが必要となると思
われるが、その場合の購入費用は補助金
の対象になっているかの問いに、IPad
のカードリーダーは読み取り機能がなく、
カードリーダーが必要となる。この件に
関してはポータルサイト上で機種を公表
する予定であり、IPadのカードリーダー
は補助金の対象となると考えているとの
回答を得ました。つまり、PC、IPadの
両方でカードリーダーの購入が可能とい
うことになりますが、今後のポータルサ
イト上でのアナウンスに注意をしていた
だきたいと思います。

●機器の購入について
カードリーダー、PC、モバイル（タブ

レット、スマホ等）の申請、登録をして
いただきますが、カードリーダーの購入
に関しては、現在、日整でスケールメリッ
トを生かした方法で、高性能で安価な機
器の購入ができないか、検討しています。
できる限り早めのプレリリースを考えて
いますのでご承知おきください。

●日整のオンライン資格確認の説明状況について
保険者側から一問一答で回答してほし

いという旨の発言があり、「やむを得ない
場合」について等、諸々の発言がありま
した。それに対し、室長はやむを得ない
場合について導入状況や斟酌すべき事由
を確認すべきと考えていると重ねての回
答がありました。
 更に、保険者側から日整に対し、オンラ
イン資格確認について」の説明はどうし
ているか、今後どうするのかとの質問に、
齋藤委員から、すでに日整では、日整か
ら各都道府県へ、また各都道府県でも会
員向けにオンライン等で説明会を行って
おり、今後もしっかりと周知を図ってい
くと回答しています。
 また、「やむを得ない場合」について「資
格確認システムに参加できない柔整師が
あらかじめ必要な体制を整備しなければ
ならない」となっているが、この点を持っ
て受領委任停止という議論にならないよ
う以前から特段の配慮を要望している。

期限までに必要な体制を整備できない柔
道整復師が存在することは考えられると
ころであり、これをもって直ちに受領委
任の停止という判断をすることは望まし
くないと考えている。ある程度の期間を
得て体制整備が出来る場合もあるので、
停止よりも経過措置を考えていただきた
いと要望しています。

●厚生労働省案承認
遠藤座長から、議論も出尽くしたと思

われるところから、「柔道整復師の施術所
におけるオンライン資格確認について」 、
局長通知の改正のイメージ（案）と資格
確認限定型オンライン資格確認等システ
ム利用規約（案）に対し、異存はありま
せんかの問いに全員首肯し、提示（案）
どおり承認されました。このオンライン
資格確認は大きく前進したことになりま
す。

●厚生労働省担当室長による説明会
以前より、厚生労働省は丁寧な説明に

努めるということでありました。そこで、
日本柔道整復師会としても以下の通り、
厚生労働省室長を招聘し全国社団に対し
説明会を開催することを決定しておりま
す。会員各位にはタイトなスケジュール
ではありますが、令和6年秋には義務化
されてるということが決定しております
ので、是非、早めのご準備、ご対応をお
願いしたいと思います。
 令和５年１１月７日（火）、厚生労働省
保険局医療介護連携政策課保険データ企
画室長中園和貴氏をお招きし、オンライ
ン資格確認についてご説明していただく
こととなりました。ご多忙のところ恐縮
ですが各都道府県会長と保険部長の参加
をお願いいたします。

オンライン資格確認に係る説明会（WEB）の開催

１ 日 時 令和５年１１月７日（火） 
１３時３０分～１４時３０分 

２ 場 所 都道府県柔道整復師会（WEB開催） 
＊自宅からの参加も可 
３ 案 件 オンライン資格確認について  
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